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芦
屋
・
親
王
寺
で
活
躍
し
た
深
江
の
大
工

神
戸
大
学
大
学
院
人
文
学
研
究
科
　
　

　
　
　
　
　
　
　

地
域
連
携
セ
ン
タ
ー
非
常
勤
講
師
　
　

室
　
山
　
京
　
子

館
長
　
　

大
　
国
　
正
　
美

は
じ
め
に

　
江
戸
時
代
、
深
江
村
に
は
有
力
な
大
工
集
団
が
い
て
近
隣
の
普
請
を
請
け
負
っ

て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
活
動
は
断
片
的
に
し
か
分
か
ら
な
い
が
、

嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
森
村
の
四
郎
左
衛
門
が
居
宅
普
請
を
し
た
際
に
、
普
請

を
請
け
負
っ
た
の
は
深
江
の
九
郎
兵
衛
で
あ
っ
た
（『
本
庄
村
史
』
歴
史
編
）。
近

代
で
は
納
多
惣
太
郎
な
ど
の
活
動
が
知
ら
れ
る
（
旧
三
条
村
共
有
文
書
）。

　
こ
の
た
び
、
芦
屋
の
親
王
寺
の
資
料
調
査
で
、
元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
に
「
磯

邊
次
郎
左
衛
門
尉
信
近
」
と
い
う
大
工
名
が
記
さ
れ
た
棟
札
が
見
つ
か
っ
た
（
写

真
、
解
読
）。
親
王
寺
は
承
知
十
一
年
（
八
四
四
）
阿
保
親
王
の
別
邸
に
、
持
仏
の

阿
弥
陀
如
来
を
本
尊
に
し
て
建
て
ら
れ
た
阿
保
親
王
の
菩
提
寺
と
い
う
伝
承
を
持

つ
。
阿
保
親
王
の
末
裔
と
す
る
長
州
藩
毛
利
家
は
、
参
勤
交
代
で
は
親
王
寺
に
立

ち
寄
り
、
し
ば
し
ば
宝
物
を
寄
贈
し
た
。

　
棟
札
表
面
に
元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
六
月
の
年
代
と
当
時
の
第
十
二
世
住
職

真
誉
上
人
秀
廓
和
尚
の
名
が
記
載
さ
れ
、
裏
面
に
は
「
深
江
村
藤
原
御
番
匠
　
磯

邊
次
郎
左
衛
門
尉
信
近
　
今
福
村
川
嶋
兵
衛
尉
［
　
］」
と
書
か
れ
て
い
る
。 

元

禄
四
年
は
阿
保
親
王
の
八
五
〇
回
忌
に
あ
た
り
、
毛
利
家
か
ら
金
泥
心
経
な
ど
が

寄
贈
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
棟
札
は
そ
の
前
年
に
当
た
り
、
阿
保
親
王
の
八
五
〇
回

忌
に
関
係
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
磯
邊
信
近
は
、
藤
原
姓
を
名
乗
り
由
緒
あ
る
社

寺
建
築
に
関
わ
っ
て
い
て
、
有
力
な
大
工
棟
梁
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
深
江
の
大
工

と
磯
邊
次
郎
左
衛
門
に
つ
い
て
現
時
点
で
判
明
し
て
い
る
こ
と
を
報
告
し
た
い
。

 

（
こ
の
項
、
文
責
・
大
国
）

調
査
の
経
緯

　
二
〇
一
六
年
か
ら
二
年
に
わ
た
り
芦
屋
市
打
出
町
に
あ
る
浄
土
宗
阿
保
山
親
王

寺
の
所
蔵
資
料
が
調
査
さ
れ
た
。
そ
の
担
い
手
は
歴
史
資
料
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
（
史
料
ネ
ッ
ト
）
を
中
心
と
す
る
各
地
か
ら
集
ま
っ
た
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
で
あ
る
。
一
九
九
三
年
に
新
築
さ
れ
た
同
寺
の
本
堂
は

一
九
九
五
年
の
阪
神
・
淡
路
大
震
災
で
全
壊
、
二
〇
一
一
年
一
一
月

に
再
建
さ
れ
た
。
そ
の
間
に
住
職
の
交
代
も
重
な
り
所
蔵
資
料
の
整

理
に
ま
で
手
が
及
ば
な
い
事
情
が
あ
っ
た
。
あ
る
檀
家
が
「
芦
屋
古

文
書
に
親
し
む
会
」
を
主
催
す
る
知
人
に
相
談
し
た
と
こ
ろ
史
料
ネ
ッ

【
裏
面
】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
磯
邊
次
郎
左
衛
門
尉
信
近

　
　
　
　
　
　
　
　
　
深
江
村
藤
原
御
番
匠
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
今
福
村
川
嶋
兵
衛
尉
［
　
］

【
表
面
】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
力
演
大
光
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
当
善
■
■
長

無
量
寿
経
　
天
下
和
順
　
日
月
清
明
　
普
照
無
際
土
　
維
時
元
禄
三
庚
午
年
六
月
吉
辰

［
梵
字
８
文
字
］
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
親
王
寺
現
住
心
蓮
社
真
誉
無
徳
秀
廓
　
当
村
［
　
］

風
雨
以
時
　
災
厲
不
起
　
国
豊
民
安
　
消
除
三
垢
冥
　
往
来
出
入
諸
檀
那
二
世
安
全
処

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
広
済
衆
厄
難



生活文化史 2019.3.31第47号

3－　－

ト
関
係
者
を
紹
介
さ
れ
、
親
王
寺
と
檀
家
の
協
力
の
も
と
史
料
ネ
ッ
ト
主
催
で
の

調
査
の
実
施
が
決
ま
っ
た
。
資
料
内
容
は
古
文
書
（
約
三
六
〇
点
・
近
代
中
心
）

や
古
典
籍
、
屏
風
、
軸
物
、
棟
札
な
ど
。
ま
ず
古
文
書
・
古
典
籍
の
調
査
を
史
料

ネ
ッ
ト
と
前
掲
「
親
し
む
会
」
メ
ン
バ
ー
ら
で
行
い
、
そ
の
後
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を

募
っ
て
専
門
家
の
指
導
の
も
と
屏
風
の
解
体
と
下
張
り
文
書
剥
離
作
業
を
進
め
た
。

　
下
張
り
文
書
調
査
と
並
行
し
て
行
っ
た
軸
物
調
査
は
、『
芦
屋
市
史
』
に
紹
介
さ

れ
た
以
外
の
も
の
を
中
心
に
美
術
史
研
究
者
ら
が
担
当
し
た
。
剥
離
や
カ
ビ
に
よ

る
汚
損
な
ど
が
見
ら
れ
た
が
、
古
文
書
が
少
な
い
状
況
に
あ
る
な
か
で
軸
物
は
歴

史
資
料
と
し
て
貴
重
な
も
の
と
言
え
る
。
近
世
後
期
に
全
国
各
地
で
活
躍
し
、
住

吉
村
の
赤
塚
山
に
一
時
期
滞
在
し
た
徳
本
行
者
と
親
王
寺
と
の
関
係
を
示
す
軸
物

が
確
認
さ
れ
た
こ
と
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
な
お
、
二
〇
一
八
年
一
一
月
に
は
下

張
り
文
書
お
よ
び
軸
物
調
査
に
つ
い
て
報
告
会
と
展
示
会
を
行
い
、
軸
物
調
査
報

告
書
を
一
五
部
作
成
し
寺
に
納
め
た
。
報
告
書
に
収
録
し
た
軸
物
お
よ
び
関
連
資

料
は
約
九
〇
点
で
あ
る
（
報
告
書
等
の
閲
覧
は
親
王
寺
に
問
い
合
わ
せ
が
必
要
）。

 

（
こ
の
項
、
文
責
・
室
山
）。

江
戸
幕
府
の
大
工
支
配
と
深
江
の
大
工
組

　
大
工
は
近
世
初
頭
に
は
城
を
構
築
す
る
の
に
欠
か
せ
ず
、
そ
の
統
括
は
軍
事
的

に
重
要
だ
っ
た
。
こ
の
た
め
徳
川
家
康
は
中
井
正
清
を
大
工
頭
に
任
じ
、
一
〇
〇
〇

石
の
知
行
を
与
え
、
近
畿
の
摂
津
・
河
内
・
和
泉
・
山
城
・
大
和
の
五
畿
内
と
近

江
の
六
カ
国
の
大
工
を
統
括
さ
せ
た
。
中
井
家
は
代
々
大
工
頭
と
し
て
、
江
戸
幕

府
が
主
導
す
る
普
請
や
禁
裏
御
用
に
は
大
工
役
を
賦
課
し
て
大
工
を
動
員
し
た
。

大
工
役
と
は
も
と
は
織
田
・
豊
臣
政
権
が
、
職
人
を
編
成
し
て
い
く
た
め
に
身
分

に
応
じ
て
負
担
さ
せ
た
役
の
系
譜
を
引
く
も
の
で
あ
る
。

　
中
井
氏
の
も
と
に
統
括
さ
れ
た
摂
津
の
大
工
組
織
と
し
て
、
近
世
初
頭
は
大
坂

市
中
を
除
い
た
在
方
に
熊
内
村
（
神
戸
市
）
の
仁
左
衛
門
組
と
島
下
郡
福
井
村
（
茨

木
市
）
の
吉
左
衛
門
組
が
あ
っ
た
。
仁
左
衛
門
組
は
深
江
を
含
む
菟
原
・
武
庫
・

有
馬
・
八
部
、
す
な
わ
ち
概
ね
武
庫
川
以
西
の
村
々
の
大
工
を
統
括
し
て
い
た
。

や
が
て
一
七
世
紀
末
に
は
昆
陽
村
（
伊
丹
市
）
の
次
郎
右
衛
門
を
組
頭
と
す
る
昆

陽
（
小
屋
）
組
が
生
ま
れ
、
三
組
体
制
と
な
っ
た
。
仁
左
衛
門
組
・
吉
左
衛
門
組

は
次
第
に
分
裂
し
、
安
政
四
年
（
一
八
五
五
）
に
御
所
の
内
裏
を
造
営
し
た
と
き

は
、
福
井
村
の
吉
左
衛
門
系
一
〇
組
、
熊
内
村
の
仁
左
衛
門
系
が
有
馬
郡
域
の
摂

州
三
組
・
兵
庫
四
組
の
計
七
組
に
分
か
れ
、
大
坂
二
四
組
と
大
坂
天
満
組
七
組
を

合
わ
せ
て
四
八
組
に
な
っ
て
い
た
。

　
正
徳
元
年
（
一
七
一
一
）
の
尼
崎
藩
領
の
「
摂
津
国
八
部
郡
菟
原
郡
武
庫
郡
河

辺
郡
村
々
役
高
引
帳
」（『
本
庄
村
史
　
史
料
編
』
第
一
巻
）
に
よ
れ
ば
、
い
わ
ゆ

る
西
摂
の
尼
崎
藩
領
で
大
工
の
役
を
負
担
し
て
い
た
の
は
、
兵
庫
津
・
走
水
・
深

江
（
以
上
、
神
戸
市
）・
西
宮
町
（
西
宮
市
）・
鴻
池
・
荻
野
・
荒
牧
（
以
上
、
伊

丹
市
）・
西
川
・
今
福
（
以
上
、
尼
崎
市
）
の
各
町
村
だ
っ
た
。

　
深
江
の
大
工
組
織
の
変
遷
は
定
か
で
は
な
い
が
、
熊
内
村
の
仁
左
衛
門
組
に
所

属
し
た
の
ち
、
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
森
村
の
四
郎
左
衛
門
が
居
宅
普
請
を
し

た
際
に
は
、
小
浜
組
（
宝
塚
市
）
に
所
属
し
て
い
た
。

深
江
村
の
大
工
高

　
深
江
村
の
大
工
の
役
負
担
の
基
準
と
な
る
大
工
高
は
三
二
石
だ
っ
た
。
大
工
高

は
か
つ
て
大
工
が
所
有
し
て
い
た
田
畑
の
石
高
で
、
田
畑
か
ら
取
れ
る
農
作
物
に

は
年
貢
が
掛
っ
た
が
、
百
姓
に
掛
け
ら
れ
る
百
姓
夫
役
が
大
工
の
所
持
す
る
田
畑

に
は
免
除
さ
れ
、
百
姓
夫
役
の
代
わ
り
大
工
と
し
て
動
員
さ
れ
た
。
享
和
三
年

（
一
八
〇
三
）
は
大
工
高
二
七
石
四
斗
三
升
二
合
に
対
し
て
九
割
の
年
貢
が
か
か
り

二
四
石
六
斗
四
升
九
合
の
米
を
収
め
た
（『
本
庄
村
史
　
史
料
編
』
第
一
巻
）。
村

の
平
均
の
年
貢
率
七
八
％
に
く
ら
べ
て
高
く
、
大
工
稼
ぎ
が
あ
る
か
ら
可
能
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
。

　
い
っ
た
ん
決
ま
っ
た
大
工
高
は
大
工
稼
業
を
や
め
て
も
継
続
し
た
（『
伊
丹
市

史
』
第
二
巻
）。
文
化
七
年
（
一
八
一
〇
）
の
調
査
で
は
深
江
村
で
大
工
高
を
所
有

す
る
の
は
七
人
で
、
一
人
四
石
五
斗
七
升
二
合
ず
つ
を
均
等
に
所
持
し
て
い
た
。

こ
の
合
計
は
三
二
石
と
な
る
の
で
、
正
徳
年
間
と
変
化
が
な
い
こ
と
が
判
明
す
る
。
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享
和
三
年
の
大
工
高
が
二
七
石
あ
ま
り
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
大
工
高
が
減
っ
た

の
で
は
な
く
、
大
工
高
の
田
畑
の
う
ち
四
石
余
り
が
不
作
で
年
貢
が
免
除
さ
れ
た

と
い
う
意
味
だ
ろ
う
。

磯
邊
次
郎
左
衛
門
の
系
譜

　
松
田
直
一
氏
が
本
庄
村
史
編
纂
の
た
め
に
筆
写
し
た
『
本
庄
村
誌
資
料
』
第
三

巻
に
、
大
工
役
人
九
郎
左
衛
門
、
作
左
衛
門
、
治
郎
左
衛
門
三
家
の
家
族
改
め
が

あ
る
。
出
典
は
不
明
で
何
か
の
史
料
か
ら
大
工
役
人
の
家
族
だ
け
を
抜
き
書
き
し

た
ら
し
い
。
こ
の
史
料
を
使
っ
て
次
郎
左
衛
門
家
の
そ
の
後
を
追
っ
て
み
た
い
。

　
『
本
庄
村
誌
資
料
』
収
録
の
家
族
改
め
に
治
郎
左
衛
門
が
初
出
す
る
の
は
元
文

五
年
（
一
七
四
〇
）
で
六
六
歳
。
元
禄
三
年
の
親
王
寺
棟
札
が
書
か
れ
た
と
き
は

一
六
歳
で
、
磯
邊
次
郎
左
衛
門
尉
信
近
の
子
か
孫
だ
ろ
う
。
妻
は
先
代
九
郎
兵
衛

の
娘
だ
が
、
九
郎
兵
衛
も
冒
頭
述
べ
た
よ
う
に
大
工
だ
っ
た
。
大
工
役
人
の
作
左

衛
門
も
先
代
九
郎
兵
衛
の
娘
を
嫁
に
も
ら
っ
て
い
る
の
で
、
同
業
者
が
婚
姻
関
係

で
も
結
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

　
治
郎
左
衛
門
は
七
二
歳
の
寛
保
四
年
（
一
七
四
四
）
ま
で
大
工
役
人
を
務
め
、

寛
延
三
年
（
一
七
五
〇
）
に
は
治
郎
左
衛
門
は
三
九
歳
で
登
場
、
隠
居
の
父
教
通

は
七
七
歳
な
の
で
、
治
郎
左
衛
門
は
子
に
譲
っ
て
教
通
と
名
乗
っ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
）・
同
四
年
に
は
善
太
郎
と
し
て
登
場
し
て
い

る
。
し
か
し
善
太
郎
の
年
齢
は
四
二
歳
と
四
三
歳
で
、
長
男
助
松
、
次
男
弥
三
郎
、

長
女
さ
き
の
家
族
名
も
一
致
す
る
の
で
、
寛
延
三
年
の
治
郎
左
衛
門
が
改
名
し
た

こ
と
は
疑
い
な
い
。
助
松
は
宝
暦
四
年
段
階
で
一
六
歳
だ
っ
た
。

　
そ
こ
か
ら
記
録
は
三
八
年
間
空
白
で
、
次
に
登
場
す
る
の
は
寛
政
四
年

（
一
七
九
二
）。
治
郎
左
衛
門
五
四
歳
で
、
代
替
わ
り
に
し
て
い
る
。
こ
の
年
齢
は

宝
暦
四
年
に
一
六
歳
だ
っ
た
助
松
の
年
齢
と
同
じ
で
あ
り
、
助
松
が
襲
名
し
た
の

だ
ろ
う
。
そ
れ
を
裏
付
け
る
の
は
、
宝
暦
四
年
に
助
松
の
母
は
三
七
歳
で
、
寛
政

四
年
に
は
七
四
歳
に
な
っ
て
い
る
が
、
治
郎
左
衛
門
母
・
妙
西
七
四
歳
と
し
て
記

載
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
寛
政
四
年
時
の
治
郎
左
衛
門
の
長
男
は
米

蔵
一
五
歳
。
次
の
寛
政
十
年
は
家
族
構
成
に
変
化
が
な
い
が
、
そ
の
次
の
文
化
十
二

年
（
一
八
一
五
）
に
な
る
と
、
治
郎
左
衛
門
は
三
八
歳
に
な
っ
て
お
り
、
寛
政
十
二

年
の
米
蔵
の
年
齢
と
一
致
す
る
。
何
よ
り
寛
政
十
二
年
の
米
蔵
の
母
と
め
が
、
文

化
十
二
年
の
治
郎
左
衛
門
の
母
と
め
と
し
て
登
場
し
て
い
る
の
で
、
米
蔵
が
襲
名

し
て
い
る
こ
と
が
は
っ
き
り
す
る
。
記
録
は
文
政
七
年
（
一
八
二
四
）
を
最
後
に

途
切
れ
て
い
る
。

　
以
上
、
ま
と
め
る
と
元
禄
三
年
の
次
郎
左
衛
門
尉
信
近
の
子
か
孫
が
元
文
五
年

（
一
七
四
〇
）
当
時
の
治
郎
左
衛
門
と
思
わ
れ
、
以
後
善
太
郎
―
助
松
―
米
蔵
と
、

そ
れ
ぞ
れ
嫡
男
が
後
を
継
ぎ
、
い
ず
れ
も
治
郎
左
衛
門
を
名
乗
っ
た
。
家
族
は
夫

婦
を
主
体
と
し
た
単
婚
小
家
族
で
、
時
に
父
母
を
隠
居
扱
い
で
同
居
し
た
り
弟
を

同
居
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
弟
が
家
族
改
め
に
登
場
す
る
の
は
寛
政

四
年
と
十
年
だ
け
で
、
例
外
的
だ
っ
た
よ
う
だ
。
大
工
職
人
は
婚
姻
関
係
で
結
び

つ
き
を
強
く
し
て
い
た
。

お
わ
り
に

　
江
戸
時
代
に
深
江
に
と
っ
て
重
要
だ
っ
た
大
工
の
家
柄
は
近
代
に
は
ど
う
な
っ

た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
共
同
墓
地
の
深
江
ブ
ロ
ッ
ク
に
は
磯
邊
家
の
家
が
三
家

あ
る
。
こ
の
う
ち
大
日
神
社
奉
賛
会
の
会
長
を
務
め
深
江
財
産
区
の
理
事
も
務
め

た
磯
邊
信
三
氏
の
父
為
次
郎
は
昔
船
大
工
だ
っ
た
と
い
う
（
磯
邊
譲
氏
に
よ
る
）。

し
か
し
治
郎
左
衛
門
と
の
つ
な
が
り
は
不
明
で
あ
る
。

　
ほ
か
に
磯
邊
家
の
墓
が
二
カ
所
あ
り
、
昭
和
三
十
六
年
に
磯
邊
治
郎
吉
が
再
建

し
た
「
磯
邊
家
歴
代
之
墓
」
が
現
存
す
る
が
、
も
と
は
「
文
化
十
五
年
　
磯
邊
五

郎
左
衛
門
」
と
側
面
に
掘
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
再
建
さ
れ
た
墓
な
の
で
本
当
に
五

郎
左
衛
門
だ
っ
た
の
か
。
治
郎
左
衛
門
を
読
み
誤
っ
た
の
で
は
な
い
か
？
　
な
ど

想
像
が
膨
ら
む
が
事
実
の
壁
は
厚
い
。
改
め
て
江
戸
時
代
は
遠
い
過
去
に
な
り
つ

つ
あ
る
こ
と
を
実
感
す
る
。

 

（
以
上
、
文
責
・
大
国
）


